
医政局地域医療計画課の
小児等在宅医療に係る取組

平成29年10月16日
厚生労働省医政局地域医療計画課

在宅医療推進室

平成29年度医療的ケア児等の地域支援体制構築に係る担当者合同会議
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昭和50年
出生数 約190万人
2,500g未満割合 5.1％

出生時体重別出生数及び出生割合の推移

○ この30年で、出生数は減少しているが極低出生体重児(1000g～1499g)、超低出生体重児(1000g未満)の

割合が増加している。特に、超低出生体重児（1000g未満）の出生数は2倍に増加している。

平成2年
出生数 約122万人
2,500g未満割合 6.3％

平成25年
出生数 約103万人
2,500g未満割合 9.6％

全出生数対(%)
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（平成28年4月1日現在 厚生労働省医政局地域医療計画課調べ）

○ 総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターの施設数と所在都道府県数はいずれも

増加している。

64 72 77 84 89 92 96 100 104 105

210

237 242
252

279 284 292 292 292 300

40

44
45

46
47 47 47 47 47 47

33

39
40

42

44
45 45 45 45

46

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

0

50

100

150

200

250

300

施設数(総合)

施設数(地域)

都道府県数

（総合）

都道府県数

(地域)

総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターの推移総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターの推移

3



妊産褥婦のアクセスに関するデータ

平成26年度厚生労働科学研究費補助金（特別研究事業）
持続可能な周産期医療体制の構築のための研究 （北里大学 海野班）

国際医療福祉大学 准教授 石川雅俊

分娩医療機関までのアクセス（分）と出生数の割合（％）
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分娩医療機関まで（一般道のみ）

周産期母子医療センターまで（高速使用あり）

産婦人科医が10人以上の分娩医療機関

15分未満

15分〜30分未満

30分〜60分未満

60分以上

87%の妊産婦が30分以内に
周産期母子医療センターに
到着可能

重点化により、周産期センター
等基幹病院は極力常勤10人以
上配置
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NICU病床利用率について
（総合周産期母子医療センター97施設における24年度実績）

母体及び新生児搬送受入ができなかった理由について
（総合周産期母子医療センター の24年度実績）

※受入れができなかったことがあるセンター数に対する割合（複数回答可）

「周産期医療体制に係る調査（平成25年１1月実施）」結果にみる現状について

NICU病床利用率90％超のセンターは約７割 受入れができなかった主な理由は「NICU満床」

理 由
NICU
満床

MFICU
満床

診察可能
医師不在

その他

センター数 70/79 50/79 17/79 54/79

割合（％）※ 88.6% 63.3% 21.5% 68.4%

理 由
NICU
満床

診察可能
医師不在

その他

センター数 55/59 6/59 20/59

割合（％）※ 93.2% 10.2% 33.9%

母体

新生児

～70％

8.2% 70～80％

6.2%

80～90％

18.6%90％～

67.0%

（厚生労働省医政局地域医療計画課調べ）

○ 約７割の総合周産期母子医療センターにおいて、NICU（新生児集中治療管理室）の病床利用率が90%超。

また、母体・新生児の搬送受入れが困難である理由として、「NICU満床」と回答したセンターは約９割となっ

ている。
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母体及び新生児の搬送受入れ



＜長期の療養が必要な児の在宅への移行支援（イメージ）＞

①退院に向けた支援

③継続的
な医療支援

②福祉的支援

・レスパイト支援

・居宅介護

・相談支援事業所

・児童発達支援生活介護

・特別支援学校 等

・在宅医療の導入

・退院調整 等

・緊急時等の後方病床の確保
・在宅医療の提供 等
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長期の療養が必要な児の在宅移行支援（イメージ）

○ 長期の療養が必要な児の在宅移行を支援するための取組として、退院支援、在宅移行後の福祉的支援、

継続的な医療支援等が実施されている。
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寝たきり又は準寝たきり

認知症

小児

がん

特定疾病の難病

常時受入可能 患者数が少なければ可能

介護者がいれば可能 しっかりとした連携病院があれば可能

受入はできない 無回答

主傷病別にみた自院の受け入れ状況（n=624）

出典：日医総研「在宅医療を担う診療所の現状と課題」2011年4月

在宅医療を提供する医療機関における小児等の受け入れ状況

※ 平成22年11月現在、在宅療養支援診療所又は在宅時医学総合管理料の届け出を行っている診療所を対象として調査を実施。調査対象
3,905施設、有効回答数1,446施設（有効回答率37.0%）。

77

○ 在宅医療を担う診療所のうち、小児の受入ができないと回答する診療所は42.1％
（当該調査において、主たる診療科として小児科は1446施設中3.3％（48施設）未満）



地域医療総合確保基金

国
消費税財源活用



੨

市町村計画
（基金事業計画）



ਿ


都道府県計画
(基金事業計画)

基金
※国と都道府県の

負担割合２／３、 １／３

申
請

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

交
付

交付

交付
提出

交付
提出

申請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備
に関する事業

２ 居宅等における医療の提供に関する事業

３ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）

４ 医療従事者の確保に関する事業

５ 介護従事者の確保に関する事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2
※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を踏

まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。
※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を国は都道府県の事

業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・勤務環境
の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。
○ このため、平成２６年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）を創設し、各都道府県に設置。各都
道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。

平成29年度政府予算：公費で1,628億円
（医療分 904億円、介護分 724億円）
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小児在宅の推進に関する事業例（平成28年度都道府県計画）

小児等在宅医療連携拠点事業

医療・福祉・教育関係者への研修やカンファレンス
を通じて、地域における小児在宅医療の担い手拡大
と連携体制構築を図るほか、家族からの相談支援や
道民への普及啓発などに取り組む医療機関を「小児
在宅医療連携拠点」として整備する。

北海道

拠点整備

連携強化

小児在宅医療連携事業長野県

①小児慢性疾患患者の退院調整を支援できる専門看護師
の養成、訪問看護ステーション及び在宅療養支援関係ス
タッフとの連携体制の構築のための研修会の実施
②小児在宅医療の支援や成人医療への移行にあたり各専
門職のスキルアップのための研修会の実施

9

医療的ケア拠点構築事業三重県
医療的ケアを必要とする障がい児・者の在宅生活における
支援を行う拠点を設置するため、障害福祉サービス事業所
等に訪問看護事業所から看護師の派遣を受けることで、医
療連携体制を強化し、医療的ケアを必要とする障がい児・
者の日中活動の場等を確保する。また、拠点が地域の障害
福祉サービス事業所等の看護師や介護士への医療的ケアの
技術等の指導等を行うことで、支援を行う事業所の増加を
図り、地域の受け入れ体制の強化を促進する。

レスパイト支援

医療的ケアを必要とする障がい児・者の
受け入れ体制整備事業

三重県

訪問看護事業所、障害福祉サービス事業所等への在宅医療に必要
な機器整備等を支援することで、医療的ケアを必要とする障がい
児・者の緊急時の受け入れ体制の整備を促進する。

人材育成

小児訪問看護ステーション機能強化事
業

熊本県

小児を対象とした訪問看護ステーションの新規参入や継
続に不安を抱く事業者の相談窓口の運営及び技術的支援
を行う小児在宅支援コーディネーターを配置する。県内
の訪問看護ステーション等に勤務する看護師等を対象
に、高度な医療ケアに対応できる小児訪問看護技術を向
上させるための研修を行う。

小児等が周産期母子医療センターのＮＩＣＵ病床等から
の退院後において、地域で安心して療養するため、地域
のリーダーの養成や、多職種連携による退院支援等を行
うアドバイザーを設置することにより、小児の在宅医療
環境を整備し、地域で家族を支援する体制の充実と、Ｎ
ＩＣＵ病床の負担軽減を図る

長崎県 医療的ケアが必要な在宅障害児等への
支援事業



○ 都道府県が、国の定める基本方針に即し、地域の実情に応じ、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定

○ 医療資源の地域的偏在の是正と医療施設の連携を推進するため、昭和６０年の医療法改正により導入され、都道府県の二次医療圏
ごとの病床数の設定、病院の整備目標、医療従事者の確保等を記載。平成１８年の医療法改正により、疾病・事業ごとの医療連携体制
について記載されることとなり、平成２６年の医療法改正により「地域医療構想」を記載

・ ２０２５年の、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の４機能
ごとの医療需要と必要病床数、在宅医療等の医療需要を
推計。

○ 地域医療構想

医療計画における主な記載事項

※ ５疾病･･･５つの疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、
糖尿病、精神疾患）。

５事業･･･５つの事業（救急医療、災害時における医療、
へき地の医療、周産期医療、小児医療（小児
救急医療を含む。））。

○ ５疾病・５事業（※）及び在宅医療に関する事項

・ 疾病又は事業ごとの医療資源・医療連携等に関する現状
を把握し、課題の抽出、数値目標の設定、医療連携体制の
構築のための具体的な施策等の策定を行い、その進捗状況
等を評価し、見直しを行う（PDCAサイクルの推進）。

○ 医療従事者の確保

・ 地域医療支援センターにおいて実施する事業等による医
師、 看護師等の確保。○ 医療の安全の確保

○ 基準病床数の算定

○ 医療圏の設定

・ 国の指針において、一定の人口規模及び一定の患者
流入・流出割合に基づく、二次医療圏の設定の考え方を明示
し、見直しを促進。

・ 病院の病床及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単
位として区分。

10

医療計画制度について



○入院医療機関と在宅医療
に係る機関との協働による
退院支援の実施

①退院支援

○ 在宅療養者の病状の急変時における緊急
往診体制及び入院病床の確保

③急変時の対応

②日常の療養支援

○ 多職種協働による患者や家族の生活を

支える観点からの医療の提供

○ 緩和ケアの提供

○ 家族への支援

○住み慣れた自宅や介護施設
等、患者が望む場所での看
取りの実施

④看取り

急変

○①～④の機能の確保にむけ、必要な連携を担う役割
・地域の関係者による協議の場の開催
・包括的かつ継続的な支援にむけた関係機関の調整
・関係機関の連携体制の構築 等

～ 「在宅医療の体制構築に係る指針」による在宅医療提供体制のイメージ ～

○①～④の機能の確保にむけ、積極的役割を担う
・自ら24時間対応体制の在宅医療を提供
・他医療機関の支援
・医療、介護、障害福祉の現場での多職種連携の支援

在宅医療において積極的役割を担う医療機関 在宅医療に必要な連携を担う拠点

・病院、診療所（歯科含む） ・薬局

・訪問看護事業所 ・居宅介護支援事業所

・地域包括支援センター

・短期入所サービス提供施設 等

医療計画には、各機能を担う

医療機関等の名称を記載

多職種連携を図りつつ、24時間体制で在宅医療を提供

○ 在宅医療の体制については、都道府県が策定する医療計画に、地域の実情を踏まえた課題や施策等を記載。
○ 国は「在宅医療の体制構築に係る指針」を提示し、都道府県が確保すべき機能等を示している。

在宅医療の提供体制に求められる医療機能

・在宅療養支援診療所

・在宅療養支援病院 等

・医師会等関係団体

・保健所 ・市町村

・地域包括支援センター 等

圏域は、二次医療圏にこだわらず、
市町村単位や保健所圏域など、地域
の資源の状況に応じて弾力的に設定

11

医療計画における在宅医療の提供体制について



12

退院支援 日常の療養支援 急変時の対応 看取り

ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

退院支援担当者を配置している
診療所・病院数

●
訪問診療を実施している

診療所・病院数
●

往診を実施している
診療所・病院数

●
在宅看取り（ターミナルケア）を
実施している診療所・病院数

●
退院支援を実施している

診療所・病院数
在宅療養支援診療所・病院数、医師数

介護支援連携指導を実施している
診療所・病院数

● 訪問看護事業所数、従事者数 在宅療養後方支援病院
ターミナルケアを実施している
訪問看護ステーション数

退院時共同指導を実施している
診療所・病院数

小児の訪問看護を実施している
訪問看護事業所数

●
24時間体制を取っている
訪問看護ステーション数、

従事者数

退院後訪問指導を実施している
診療所・病院数

歯科訪問診療を
実施している診療所・病院数

在宅療養支援歯科診療所数

訪問薬剤指導を
実施する薬局・診療所・病院数

プ
ロ
セ
ス

退院支援（退院調整）を
受けた患者数

●
訪問診療を
受けた患者数

往診を受けた患者数 ●
在宅ターミナルケアを
受けた患者数

介護支援連携指導を
受けた患者数

訪問歯科診療を
受けた患者数

●
看取り数

（死亡診断のみの場合を含む）

退院時共同指導を受けた患者数 ● 訪問看護利用者数 在宅死亡者数

退院後訪問指導料を
受けた患者数

訪問薬剤管理指導を
受けた者の数

小児の訪問看護利用者数

ア
ウ
ト

カ
ム

「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」平成29年3月31日付け医政地発0331第３号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知 別表11

※下線は、第７次医療計画で新たに追加･見直しされた指標

第７次医療計画 在宅医療の体制構築に係る現状把握のための指標例



在宅患者訪問診療料等の算定件数の推移在宅患者訪問診療料等の算定件数の推移

○ 訪問診療料の算定件数は、大幅に増加。往診料の算定件数は横ばい。
○ 訪問診療を受ける患者の大半は75歳以上の高齢者であるが、小児や成人についても一定程度存在し、その数は増加傾向。

在宅患者訪問診療料、往診料の算定件数推移

（レセプト件数/月）

出典：社会医療診療行為別調査（厚生労働省）

（H27）

198,166 
224,903 

272,540 

349,698 
301,562 

449,315 
439,833 

544,012 

645,992 
699,534 

135,781 133,357 
89,581 108,305 137,701 138,036 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

訪問診療

往診

2008
（H20）

2011
（H23）

2014
（H27）

計 272,540 449,315 699,534

0-4歳
0 38 598

(0.0%) (0.0%) (0.1%)

5-19歳
0 1,085 1,165

(0.0%) (0.2%) (0.2%)

20-39歳
2,502 3,499 3,909
(0.9%) (0.8%) (0.6%)

40-64歳
12,443 23,074 19,542
(4.6%) (5.1%) (2.8%)

65-74歳
31,488 35,384 49,719
(11.6%) (7.9%) (7.1%)

75-84歳
93,044 152,390 200,606

(34.1%) (33.9%) (28.7%)

85歳以上
133,063 233,845 423,995

(48.8%) (52.0%) (60.6%)
（H20） （H23）

在宅患者訪問診療の年齢階級別の構成比

（レセプト件／月、％）

訪問診療：患者宅に計画的、定期的に訪問し、診療を行うもの
往診 ：患者の要請に応じ、都度、患者宅を訪問し、診療を行うもの

13



○ 24時間対応体制の在宅医療を提供する医療機関（在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院）の数は概ね増加から横ばいである。

在宅療養支援病院

24時間対応体制で在宅医療を提供する医療機関数の推移

在宅医療の提供体制 ～急変時の対応～在宅医療の提供体制 ～急変時の対応～

在宅療養支援診療所

緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保している在宅医療を行う医療機関について、平成18年度より診療報酬上の評価を創設。
（平成18年度に在宅療養支援診療所の評価、平成20年度に在宅療養支援病院の評価を創設）

【主な要件】 ・24時間患者からの連絡を受ける体制の確保 ・24時間の往診が可能な体制の確保 ・24時間の訪問看護が可能な体制の確保
・緊急時に在宅療養患者が入院できる病床の確保 等

11450
11955

12411 12841

1093313578 14186
14662 14562

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

強化型在支診

連携強化型在支診

従来型在支診

(H21) (H23)

7 11

335
442

746

873

1039

0

200

400

600

800

1000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

強化型在支病

連携強化型在支病

従来型在支病

1074

(H21) (H23) (H25)

（施設数）（施設数）

出典：保険課医療課調べ（平成27年７月１日時点）

(H27) (H27)(H19) (H20)(H25)
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○ 医療保険、介護保険ともに、訪問看護の利用者数は増加している。

○ 医療保険の訪問看護利用者数は、どの年齢層も増加している。

15

48.9 47.9 
58.8 

70.9 
82.4 

98.9 
124.1 

170.8 
188

226.4

241.4

253

252.7

250.2

246.7

254.4

258

273.5

286.5

302.2
330.9

355.8 385.3

0
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350

400
（千人）

医療保険 介護保険

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180
（千人）

90歳以上

80～89歳

70～79歳

60～69歳

50～59歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

10～19歳

0～9歳

■訪問看護利用者数の推移 ■医療保険の年齢階級別利用者数の推移

出典：介護保険：介護給付費実態調査（各年5月審査分）、医療保険：保険局医療課調べ（平成13年のみ8月、他は6月審査分より推計）（平成27年は暫定値）

注）介護保険の利用者数には、病院・診療所からの利用者数も含まれる。

訪問看護ステーションの利用者について訪問看護ステーションの利用者について



出典：保険局医療課調べ
（平成13年のみ8月、他は各年6月審査分より推計）（平成27年は暫定値）

長時間訪問看護加算は、基準告示第２の３に規定する長時間の訪問を要する者に対し
て、１回の指定訪問看護の時間が90分を超えた場合、１人の利用者に対して週１（15
歳未満の超重症児又は準超重症児においては週３回）に限り所定額に加算すること。
○厚生労働省告示第六十四号 第二の三

長時間訪問看護加算及び長時間精神科訪問看護加算に係る厚生労働大臣が定める長時間
の訪問を要する者

長時間の訪問看護を要する利用者であって、次のいずれかに該当するもの
(1)十五歳未満の超重症児又は準超重症児
(2)特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
(3)特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者

小児に対する訪問看護の実施状況

※：平成13年を１とした時の指数

16

○ 訪問看護ステーションからの訪問看護を受ける小児（0～9歳）の利用者数は増加しており、平成13年に比べ
9.5倍になっている。
○ 長時間訪問看護加算は、15歳未満の小児の算定者数が多くかつ1月当たりの算定回数が多い。
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指数*：9.5

■9歳以下の訪問看護利用者数の推移 ■長時間訪問看護加算の算定回数別利用者数
（平成27年5月の1か月間）
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【趣旨】
○地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅医療にかかる人材育成の取組は今後も一層活発化することが見込まれる。
○国において、将来の講師人材の不足や質の格差などの問題に対処し、地域の取組を財政面以外でも支えていくため、在宅医療に
関する専門知識や経験を豊富に備え、地域で人材育成事業を支えることのできる高度人材を育成する。

【事業概要】
○医師を対象とした「①高齢者向け在宅医療」、「②小児向け在宅医療」と、看護師を対象とした「③訪問看護」の３つの分野ご
とに、人材育成プログラムの開発を行うとともに、相応の経験を積んだ医療従事者、団体役員等に対し、中央研修を実施する。
※ 小児分野では、行政職員が医師と共に研修に参加し、地域の実情に応じた研修プログラム作成に取り組む演習も実施している。

■在宅医療関連講師人材養成事業

国 （関係団体、研究機関、学会等）

地域医療介護総合
確保基金等を活用し、
在宅医療に係る
人材育成を実施

都道府県・市町村

（参考）確保基金における
在宅医療分野への交付額
271億円（26、27年度計）

在宅医療

（高齢者）

訪問看護
小児等

在宅医療

◆研修プログラムの開発

・職能団体、学会、研究機関
等が連携し、人材育成研修
プログラムを作成。

・プログラムは、在宅医療の
主要な３分野に特化して構
築。それぞれのプログラム
の相互連携も盛り込む。

◆全国研修の実施

・開発したプログラムを活
用し全国研修を実施。

・受講者が、地域で自治体
と連携しながら人材育成事
業を運営するなど、中心的
な存在として活躍すること
を期待。

＊全国研修の様子（平成27年度）

＊28年度の全国研修の状況
＜高齢者向け在宅医療＞
日時：平成29年1月29日
於：日本医師会館大講堂

320名の医師が参加
＜小児向け在宅医療＞
日時：平成28年11月13日
於：国立成育医療研究ｾﾝﾀｰ

104名の医師等が参加
（医師71名、行政33名）

＜訪問看護＞
日時：平成28年11月26日
於：ベルサール神田

120名の看護師が参加

H27～

H27～ H28～

平成27年度予算 11百万円
平成28年度予算 16百万円
平成29年度予算 23百万円


